
杉並区みどりの基本計画改定
検討委員会

（第１回）

令和５年８⽉２８⽇（⽉）午後６時〜
⻄棟６階 第７会議室



本日の進め方

・杉並区みどりの基本計画とは

・杉並区のみどりの現状と課題

・現行計画における取組の実績と評価

・計画改定までの流れ

・目指す計画のイメージ

・他自治体の特色ある計画改定例



杉並区みどりの基本計画とは



緑の基本計画とは

� 都市緑地法

（緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画）

第４条

市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑
化の推進に関する措置で主として都市計画区域内
において講じられるものを総合的かつ計画的に実
施するため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の
推進に関する基本計画を定めることができる。



１ 緑地の保全及び緑化の目標

２ 緑地の保全及び緑化の推進のための施策
に関する事項

３ 次に掲げる事項のうち必要なもの

①都市公園の整備・管理の方針、緑地の保全・緑化推進の方針

②特別緑地保全地区内の保全に関する事項

③生産緑地地区内の緑地の保全に関する事項

④緑地保全地域・特別緑地保全地区・生産緑地地区以外の区域

で重点的に緑地の保全に配慮すべき事項等

⑤緑化地域における緑化の推進に関する事項

⑤緑化地域以外の区域で重点的に緑化の推進に配慮すべき事項等

緑の基本計画に定めるもの



�平成１１年３月に策定(目標年次H30年）

�平成１７年４月に部分改定

�平成２２年５月に全面改定

�令和６年１１月 全面改定（予定）

杉並区みどりの基本計画の経緯



令和６年度に改定する理由

平成２２年の改定から１０年以上が経過し

�都市緑地法等の一部改正（民間活力を活かした整備・保全推進）

�社会情勢の変化（気候危機、生物多様性、グリーンインフラ等）

�令和４年度みどりの実態調査結果の反映

�東京都「緑確保の総合的な方針」改定

�他自治体の動向（法改正等への対応、森林環境税・森林環境譲与税等）

�区内部の動向（総合計画、まちづくり基本方針、環境基本計画等）

⇒現行計画では、実行性に乏しい取組も散見され、優先的
に実行していく取組を明確化した計画とする必要がある。



序 章 「杉並区みどりの基本計画」なみすけストーリー

第１章 みどりの基本計画の改定背景と視点

第２章 計画の基本方針と目標

現行計画の構成

１．みどりの将来像 ２．計画の基本方針 ３．計画目標

第３章 将来像を実現するための施策

１．都市公園・緑地の整備方針 ２．生産緑地地区の保全方針

３．風致地区の保全方針 ４．特別緑地保全地区の保全および指定方針

５．緑化重点地区の運用方針

第４章 みどりに係わる制度ごとの方針

第５章 地域別方針

第６章 計画の推進

１．区民・事業者・行政の役割 ２．行動計画

１．施策の体系 ２．施策の内容 ３．施策の展開イメージ



１．みどりの将来像

みどりが暮らしの中に息づくまち 杉並
～受け継いだみどりに感謝してもっと豊かなみどりを次世代に～

現行計画の基本方針と目標

２．基本方針

みどりの将来像を実現するために、次の５つを基本
方針として設定します。

① 身近なみどりを守ろう

② 新しいみどりを創ろう

③ みどりの質を高めよう

④ みどりでまちをつなげよう

⑤ みんなでみどりを育てよう



現行計画の目標（目標年次：令和１４年（２０３２年））

目標の説明 目標数値

（１）緑被率
樹木、草地、農地、屋上緑化で覆われた緑被地
が区域全域に占める割合

２５％

（２）公園や広場等に満⾜している区⺠の割合
杉並区区⺠意向調査による回答 ８０％

（３）接道部緑化率
道路に接する敷地部分（接道部）に占める⽣
垣・植込み等、緑化がある割合

３０％



現行計画の施策体系（取組一覧）

※旧計画から継承したプランは黒字、文言や
位置付けの変更・統合したプランは青字、
新規プランは赤字で示す。



杉並区のみどりの現状と課題



杉並区のみどりの現状＜令和４年度みどりの実態調査＞



区全域の航空写真

①JR⻄荻窪駅

②JR荻窪駅

③JR阿佐ヶ谷駅

④JR高円寺駅

⑤都⽴善福寺公園

⑥都⽴和⽥堀公園
（大宮八幡宮）

⑦区⽴柏の宮公園

⑦

① ② ③ ④

⑥

⑤



区全域の緑被地等分布図

①JR⻄荻窪駅
②JR荻窪駅
③JR阿佐ヶ谷駅
④JR高円寺駅
⑤都⽴善福寺公園
⑥都⽴和⽥堀公園
（大宮八幡宮）

⑦区⽴柏の宮公園

⑦

① ② ③
④

⑥

⑤



現行計画の目標の達成状況

① 緑被率 ⇒ 目標未到達

課
題

20

21

22

23

24

25

H19 H24 H29 R4

とくに減少傾向の強い屋敷林・農地等の保全強化

緑
被
率
（％
）

目標２５％

21.99％



現行計画の目標の達成状況

② 公園や広場等に満足している区民の割合 ⇒ 目標達成

高い区民満足度を維持する効果的な方策の検討
課
題

60

65

70

75

80

85

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4

区
⺠
満
⾜
度
（％
）

目標８０％
81.44％



現行計画の目標の達成状況

③ 接道部緑化率 ⇒ 目標未到達

敷地の細分化による接道部緑化余地の減少
課
題

20

22

24

26

28

30

H19 H24 H29 R4

目標３０％

22.68％

接
道
部
緑
化
率
（％
）



緑化関係費の推移

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3

緑化対策費 公園等の維持管理・改修 その他 公園等の整備

42億1,100万円

千
円

約1.8倍



現行計画における取組の実績と評価



現行計画の主な施策の達成状況 基本方針１：身近なみどりを守ろう

� 全庁的な見直し作業によって、一律に定額補助金を支出する現行保護樹木等制度の見直

しが必要な一方、補助金だけでは維持管理できないという所有者の声が多い

� 所有者側、杉並区双方の事情から、市民緑地の設置が進まない

� 樹木・樹林地の保全について

課題

主な取組の内容（H22〜R4）

保護樹木等指定制度を継続的に運用し
た。特別緑地保全地区内で土地を買取り
公園緑地として整備した。杉並区緑地保
全方針を策定し、重点的に屋敷林・農地
を保全する指針を示した。新たに市民緑
地を１箇所整備した。

主な取組の結果 H22時点 R4時点

★屋敷林 376箇所
31.42ha

135箇所
16.01ha

保護樹木の指定 1,764本 1,371本

保護樹林の指定 46.63ha 33.06ha

保護⽣けがきの指定 6,630ｍ 5,969ｍ
貴重木の指定 43本 57本

市⺠緑地 ２箇所
0.17ha

３箇所
0.47ha

減

減

減

減

増

増



現行計画の主な施策の達成状況 基本方針１：身近なみどりを守ろう

� 主たる従事者の死亡等による買取り申出が年2～10件ある中、すべての生産緑地を買い

取れず確保ができていない。

� 農への区民ニーズは高いが、借地している区民農園は相続等の発生により減少、体験農

園も実施主体が見つからず設置が伸びていない。

� 農地の保全について

課題

主な取組の内容（H22〜R4）

生産緑地の買取り申出61件（9.25ha）のうち、
杉並区等が9件（1.82 ha）を買い取った。

ふれあい農業体験、農業祭を年１回実施した。
農産物直売会を年40回程度開催した。杉並農
産物による学校給食を年２回実施。

区初の成田西ふれあい農業公園を開園した。

主な取組の結果 H22時点 R4時点

★農地 50.34ha 37.79ha

⽣産緑地の指定
145箇所
38.00ha

123箇所
30.76ha

区⺠農園
13箇所
2.6ha

6箇所
1.08ha

体験型農園
1箇所
0.45ha

2箇所
0.62ha

減

減

減

増



現行計画の主な施策の達成状況

� 緑化計画書等では、計画書の提出率は高い一方、完了届の提出は３割に満たず、基準以

上の緑化が現地で確認できない箇所も散見される。

� 敷地300㎡未満の建築行為が大多数を占める杉並区では、300㎡を下限とする緑化地域

制度を導入しても効果が低いと考えられる。

� 緑量の確保について

課題

基本方針２：新しいみどりを創ろう

主な取組の内容（H22〜R4）

すべての建築行為等に対して緑化
計画に基づいた緑化を指導した。

緑化地域制度を検討したが指定に
は至らなかった。

主な取組の結果 H22時点 R4時点

緑化計画書
（敷地200㎡以上）

514件受理
うち完了届215件

554件受理
うち完了届168件

緑化計画概要書
（敷地200㎡未満）

1191件受理
うち完了届160件

1067箇所
うち完了届201件減

増



現行計画の主な施策の達成状況 基本方針２：新しいみどりを創ろう

� 企業グランドが区内残り少ない状況にあって、今後まとまった土地を確保することが難しく、

１ha以上の公園整備は進まない。

� 1000㎡未満の小規模な公園が全体の約６割を占める。多様な公園機能を確保するために

も規模の大きな公園が必要。

� 公園等の整備について

課題

主な取組の内容（H22〜R4）

杉並区多世代が利用できる公園づく
り基本方針を策定し、区民ニーズに
合わせた公園改修の方針を示した。
区民とのワークショップをもとに２
２箇所の公園を改修。

遊具、球戯場、便所を対象に長寿命
化計画を作成し、遊具を150基、球
戯場を６基（計画外含む）、便所を
１０基（計画外を含む）改修した。

主な取組の結果 H22時点 R4時点

★公園面積 106.87ha

（1.98㎡/人）
128.91ha

（2.25㎡/人）
区⽴公園地域公園
（敷地1ha以上）

7箇所
19.81ha

9箇所
27.47ha

区⽴公園身近な公園
（敷地1ha未満）

229箇所
24.27ha

242箇所
26.33ha

都⽴公園
50.25ha

（都市計画決定
111.27ha）

70.13ha

（都市計画決定
129.07ha）

増

増

増

増



現行計画の主な施策の達成状況

� 土地売買時に見られる敷地分割によって住宅等の小規模化が進むことで、接道部緑化余

地が減少し、緑視率の減少につながっている。

� まちなみの緑視景観の向上について

課題

基本方針３：みどりの質を高めよう

主な取組の内容（H22〜R4）

接道部緑化助成を３２５件（20１０ｍ）、壁
面緑化助成を９件（１５５㎡）、屋上緑化助
成を４７件（１５５５㎡）実施した。

杉並区景観計画を策定し、大規模建築物等の
事前協議や景観の届出制度を創設した。また、
平成28年に景観重要建造物を１箇所、景観重
要樹木を１箇所指定した。

主な取組の結果 H22時点 R4時点

★緑視率 20.79％ 20.09％

公的緑被地 219.28ha 245.69ha
増

減



現行計画の主な施策の達成状況 基本方針３：みどりの質を高めよう

� 環境に資するみどりづくりの推進

� 在来植物の種類は増加しているが、外来植物の種類数も増加し、野生植物に対する外来

植物の割合は高まっている。

� 雨水浸透貯留施設の整備は進んでいるが、目標対策量の627,000㎥には達していない。

課題

主な取組の内容（H22〜R4）
カタクリ等の貴重な植物が自生する３箇所の区域を
選択除草や剪定によって生息を確保した。区立小学
校５箇所にビオトープを整備した。

公園や道路に雨水浸透貯留施設を設置するほか、民
間施設にも協力を要請した。

一般住宅等から９０４本の樹木の寄附を受け、学校
や公園等に活用した。

区立小中学校に落ち葉溜めを４箇所設置した。

主な取組の結果 H22時点 R4時点

在来植物
の種類数 471種類 509種類

⾬⽔流出抑
制対策整備量 217,099㎥ 356,126㎥増

増

� みどりのリサイクルの推進



現行計画の主な施策の達成状況 基本方針４：みどりでまちをつなげよう

� みどりのベルトづくりの推進について

主な取組の内容（H22〜R4）

みどりのベルトづくり事業によって住宅・店舗を
２０箇所緑化した。

区立小中学校、区立施設の接道部を２６箇所
（1729ｍ）緑化した。

善福寺川親水施設（済美公園隣接）などを整備し
た。

主な取組の結果 H22時点 R4時点

★接道部緑化率 23.03％ 22.68％

� 現行のみどりのベルトづくり事業では緑化箇所が散在しており、連続した緑化が主旨であ

るみどりのベルトづくりという観点では効果が見えにくい。

� 河川の親水施設は、治水対策との両立が課題となって進んでいない。

� 河川沿いの樹木は護岸への影響から、枯損した高木の植え替えが難しく緑化が進んで

いない。

課題

減



現行計画の主な施策の達成状況 基本方針５：みんなでみどりを育てよう

� みどりの意識の向上について

� 緑化副読本が配布された学校でどのように活用されているかなどを把握、ニーズに合わせ

て配布方法や対象などを検討する必要がある。

課題

主な取組の内容（H22〜R4）
みどりの講座を年２回開催のほか、みどりのイベント、
落ち葉感謝祭、炭焼きイベントを年各１回実施した。

みどりの新聞を年２回発行するほか、緑化副読本を小学
5年生を対象に、約40の小学校に配布した。

みどりの顕彰制度を創設し、個人２９名、１４団体を表
彰した。

みどりの相談所を毎週日曜に開所。

みどりの実態調査、自然環境調査、河川生物調査を定期
的に実施した。

主な取組の結果 H22時点 R4時点

みどりの講座
受講者 72人 34人

みどりのイベント
参加者 記録なし 2400人

みどりの相談所
相談件数 378件 237件

減

減

� みどりの調査・企画



現行計画の主な施策の達成状況 基本方針５：みんなでみどりを育てよう

� 区民とのパートナーシップについて

� ボランティアの高齢化に伴い休止、解散する団体が一定数あり、持続的な活動に懸念があ

る。

課題

主な取組の内容（H22〜R4）

みどりの基金の使途に「（仮
称）荻外荘公園の整備」を加
え積極的なPRで寄附金を伸ば
した。

主な取組の結果 H22時点 R4時点

★みどりのボランティア杉並新規登録者 73人 44人

★認定ボランティア 7団体 12団体

★すぎなみ公園育て組 41団体 47団体

★花咲かせ隊 123団体 136団体

みどりの基⾦積⽴額 3592万円 6509万円

減

増

増

増

増



計画改定までの流れ



改定スケジュール

基本計画検討委員会

第1回
(8/28)

第2回
(10/4)

第3回
(1２/13)

第4回
(1/24)

第5回
(3/27)

現行計画の実績
と課題の把握

取組一覧の設定

目標の設定

令和５年度 令和６年度

バブリック
コメント（７月)

目指す計画の
イメージ

基本方針の設定

区議会・審議会に報告

区民意見の
収集(11月)

取組一覧の内容について

関連計画との整合

地域別方針図の作成

素案の作成

杉並区みどり
の基本計画

改定



みどりの基本計画改定の体制

検討委員会

区議会
環境清掃審議会
都市計画審議会

幹事会（区課⻑級）

部会（区係⻑級以下）

パブリックコメント
（区⺠意⾒募集）

区⺠意⾒の収集

事務局

杉並区みどりの基本計画

資料の調整

資料の調整

区議会
環境清掃審議会
都市計画審議会

案の報告

検討経過を説明

意⾒聴取

意⾒聴取

素案の公表

検討経過を説明

意⾒聴取

検討内容説明
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目指す計画のイメージ



目指す計画のイメージ

� 概念図やイメージ図を用いてわかりやすい

� 優先順位を意識した実行性のある取組

� 数値などの客観的な根拠をもとに納得感のある取組

� 誰もが手に取って、自分事として考えられる

� 多様な立場から、考えを深められる

� 区民、事業者、行政が目指すべきイメージを共有できる



他自治体の特色ある計画改定例



事例①
世田谷区（平成30年）

特徴的な点
�みどりを支えるという点で水の保全を全面的に押し出し、基本

方針の一つにも位置付けている。

�将来像を区民にもわかりやすい断面図とイメージ図で表すとと
もに、かつ土地利用ごとに将来像を分けて考えている。



世田谷区みどりの基本計画（2018年度～2027年度）：みどりの将来像



世田谷区みどりの基本計画（2018年度～2027年度）：計画の目標



世田谷区みどりの基本計画（2018年度～2027年度）：計画の基本方針



世田谷区みどりの基本計画（2018年度～2027年度）：土地利用別将来イメージ



世田谷区みどりの基本計画（2018年度～2027年度）：土地利用別将来イメージ



世田谷区みどりの基本計画（2018年度～2027年度）：土地利用別将来イメージ



事例②
新宿区（平成30年）

特徴的な点
�エコロジカルネットワークを生物多様性という点から捉え、特

定の生物を指標として移動中継などで効果的な位置を見える化
している。



新宿区みどりの基本計画：計画の目標

緑視率
人の目から⾒える緑の割合。
新宿区では⽴った位置（地上1.5m）で撮影した、
写真の中に占める緑の割合として算出しています。



新宿区みどりの基本計画：基本方針

Ⅰ 地域の貴重なみどりを守る
減少しつつある樹木・樹林を、区⺠・

事業者と協⼒しこれらのみどりが将来に
わたって残るように努めます。また、⽣
物多様性の保全を図るとともに、樹林や
⽔辺など豊かな自然が残る公共空間では、
自然性の保持をすすめます。

Ⅱ 新たなみどりを増やす
公共施設の緑化、公園の確保をはじめ、

住宅地や商業地といった⺠有地でもみど
りを増やしていくための方策をすすめて
いきます。さらに、「緑視率」の指標を
取り⼊れ、道路の植え込みや壁面緑化な
どの人の目に⾒えるみどりを増やしてい
きます。



Ⅲ 特色ある美しいみどりをつくる
⻄新宿の高層ビル街、新宿駅周辺の繁華街の他に

も、神楽坂のような江⼾情緒のある街並みや閑静な
住宅街などそれぞれの地域特性を踏まえて、そのま
ちにふさわしい「特色のある美しいみどり」やビオ
トープづくりをすすめます。

Ⅳ みどりを活用する
人々のライフスタイルや価値観の多様化に伴う

様々なニーズに応えていくために、公園や緑地、⽔
辺の活用をすすめ、⽣物多様性の充実を図りながら、
みどりの魅⼒や価値を高めていきます。

Ⅴ みどりの啓発としくみづくり
様々な手法による緑化や⽣物多様性の普及と推進、

安⼼して利用できる公園の整備と管理をすすめるた
めの制度やしくみの充実及び情報発信を進めていき
ます。

新宿区みどりの基本計画：基本方針



新宿区みどりの基本計画： 配置方針の明確化

Ⅰ みどりの骨格の形成
１）「⽔とみどりの環」
２）「七つの都市の森」
３）「風のみち（みどりの回廊）」

Ⅱ みどりの軸の形成

Ⅲ みどりのモデル地区の指定
１）みどりの保全モデル地区
２）みどりの推進モデル地区
３）屋上緑化等推進モデル地区
４）緑視モデル地区

Ⅳ 身近な公園の確保・充実
１）身近な公園の確保
２）公園機能の配置と分担



新宿区みどりの基本計画：エコロジカルネットワーク

①ネットワーク図
コゲラやシオカラトンボを

例として、主要な緑地、⽔域、
コリドー（移動空間）とその
ネットワークを図３－４に示
します。また、今後の⽣物多
様性や緑化のネットワークを
より強化するために、その強
弱も示しました。

②ネットワークの形成手法
南北を⾛る主要幹線道路に

は、緑量のある街路樹が整備
された箇所もあり、今後は、
幹線道路の街路樹の強化など
で、強いネットワークが形成
できると考えられます。



新宿区みどりの基本計画：エコロジカルネットワーク

③ネットワーク例
・コゲラを指標とした場合、
繁殖可能な緑地としては２ha 
以上とされ、通常の⾶翔距離
が５００ｍ〜１０００ｍとさ
れているので、緑地同士が５
００ｍ以内であればつながり
が強いと考えられます。
・⽔域が必要なシオカラトン
ボを指標とした場合、⾶翔距
離は７００ｍ〜３km とされ
ているので、⽔域同士が７０
０ｍ以内であればつながりが
強いと考えられます。
・⾶翔距離の短い昆⾍などの
ためには、草地のコリドー
（移動空間）の保全と創出
が大切です。



新宿区みどりの基本計画：広域のエコロジカルネットワーク

④より広域なネットワーク例
・ツバメ、ウグイス、オオル
リ、キビタキなど春に南の国
からわたってくる夏⿃が⾒ら
れます。
・マガモ、オナガガモ、ジョ
ウビタキ、ツグミなど秋に北
の国からわたってくる冬⿃が
⾒られます。
・ハヤブサ、チョウゲンボウ、
サシバ、ハイタカなど移動範
囲の広い猛禽類も⾒られます。


